
２．認定を受けている課程を有する学科等の教員養成に対する理念及び設置の趣旨等 

 

● 社会福祉学部社会福祉学科  高一種免（福祉） 

①教員養成に対する理念 

 社会福祉学部は、本学の建学精神「大慈悲心、大友愛心を身に負うて社会の革新と進歩に挺身する志」を

持ち、「すべての人々が人間としての尊厳と人権が守られ、健康で文化的な生活を送ることができ、人間とし

ての限りない発展が可能となる社会の形成」に力を尽くす人の養成を目的として創設された。 

 社会福祉学部においては、社会科学を基盤とした社会福祉学に視座を据え，「学ぶ力」としての学習意欲・

目的・方法の自覚、「つながる力」としての対人関係能力、「やりとげる力」としての問題解決能力という３

つの力を体系的に習得することを教育目標として掲げている。 

 1990 年代以降、日本では雇用の不安定化や福祉の削減などによる「経済的格差」が拡大した。その結果、

生活保護受給者の急増、生活の不安に起因する児童虐待、育児放棄や離婚・DVなど貧困・家庭問題が深刻化

している。学校現場では、不登校、いじめ、給食費滞納など様々な問題を抱える生徒が増え、教員を取り巻

く環境は厳しさを増している。それに伴って、教員に対する社会的要請も強まっている。いじめ防止対策、

自然災害や事故・犯罪被害に対する防災・安全教育、情報化の進展に伴う情報機器の操作や情報リテラシー・

情報モラルの育成など、保護者や地域社会からの要望は強まるばかりである。教員は真摯にこれらの声を受

けとめ、誠実に対応することが求められている。 

 特に、これからの教員には、子ども一人ひとりの個性を尊重し、使命感や子どもへの豊かな愛情を持ち、

生きる力・確かな学力や豊かな人間性を育て、「習得・活用・探求」という学習過程をデザインできる教科指

導力、家庭・地域と連携して協働の教育を創造する優れた実践的指導力が強く求められる。 

そこで、社会福祉学部においては、建学精神と福祉の理念に基づく幅広い教養と豊かな人間性を兼ね備える

とともに、子どもや家庭が抱える様々な問題に対して社会福祉の視点から対応することができる教員を養成

することをめざしている。 

 

②教職課程設置の趣旨 

 社会福祉学部では、人間の福祉を増進し、社会の変革をすすめ、様々な問題の解決を図り、地域社会で福

祉の発展に寄与できる人材を養成するという教育目標のもとに、高等学校一種免許状（福祉）の取得ができ

るように、教職課程を設置している。 

 

【高一種免（福祉）】 

 社会福祉学部では、社会福祉の専門分野を幅広く学び、かつ教育方法論を身につけることにより、高等学

校において実践的な福祉科教育を担うことができる教員の養成をめざしている。 

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、医療福祉、精神保健福祉、地域福祉など幅広い分野における、ソー

シャルワークの価値および知識・技術を学んだ上で、教育方法論を身につけた高校福祉科を担う教員を養成

することは、社会的な意味が大きい。たとえば，高等学校における福祉科教育を担う教員として、対人支援

の知識・技術を教えるだけでなく、他の専門職や公的機関などとの連携・協働を視野に入れた、実践的な教

育を担うことができる人材の養成をめざしている。 

また、生徒への教育だけでなく、学校・教員が地域社会の中で果たす役割において、生徒や家庭が抱える

問題に対して、地域社会の様々な機関や専門職とのチームを構成し、連携・協働していくことができる人材

の養成をめざす。それにより、学校や地域を取り巻くソーシャルワークの臨床現場において、社会福祉の価



値および知識・技術を教育という手法を通じて、関係機関や利用者に伝えて、連携・協働を図ることが可能

となる。 

このような福祉科教育を担う教員を養成する為に、高校福祉科に関する科目の中で最も基礎的かつ汎用性の

ある「社会福祉基礎」を軸として、社会福祉の理念と歴史及び社会福祉分野の現状と課題に関する専門的知

識を習得させる。また、学校教育現場に関する実践的能力を習得させるために、本学と高大接続教育の連携

を行っている福祉系高校などで、教育実習及び授業研究を合同で実施するなどの工夫を行うことで、高等学

校における福祉教育の実践的能力を培うこととする。さらに教職実践演習において、教職を目指す学生がこ

れまで作成してきた履修カルテを活用して、自らの学習成果と学習課題を明確にして、急速に変化を遂げる

学校現場に対応できる教師としての実践的指導力の養成に力を入れている。 


